
宝
永
在
廻
令

中
期
岡
山
藩
政
と
民
百
姓
－

深
　
谷
　
克
　
己

序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

　
先
稿
「
大
名
綱
政
と
綱
政
期
藩
政
」
に
お
い
て
、
岡
山
藩
主
池
田
綱
政
傲
と

そ
の
治
世
期
藩
政
と
の
長
い
間
の
評
価
の
懸
隔
を
指
摘
し
て
整
合
を
こ
こ
ろ
み

た
。
し
か
し
、
綱
政
期
藩
政
の
内
容
と
し
て
私
が
も
っ
と
も
注
目
す
る
「
宝
永

在
廻
令
」
に
関
す
る
検
討
は
、
掲
載
報
告
書
の
分
担
紙
数
の
関
係
上
、
先
稿
で

は
第
3
節
で
そ
の
存
在
と
性
格
に
つ
い
て
わ
ず
か
に
触
れ
た
だ
け
に
終
わ
っ
た
。

そ
の
末
屍
で
、
在
廻
令
の
内
容
を
別
途
論
述
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
お
い
た
が
、

本
誌
に
さ
い
わ
い
執
筆
の
機
全
を
得
た
の
で
、
逐
条
的
に
内
容
を
紹
介
し
、
私

の
見
方
を
引
き
出
し
て
い
く
う
え
で
必
要
と
思
わ
れ
る
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
か

た
ち
で
検
討
を
す
す
め
た
い
。

　
天
和
の
改
革
は
民
政
の
密
度
を
よ
り
繊
密
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
私
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

で
は
、
教
諭
支
配
を
法
度
支
配
に
な
じ
み
込
ま
せ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
賞
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

の
支
配
か
ら
教
令
性
の
強
い
支
配
方
式
に
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
向
に

進
む
う
え
で
、
綱
政
治
世
期
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
天
和
の
改
革
か
ら
ほ
ぽ

宝
永
在
廻
令

四
半
世
紀
後
の
宝
永
五
年
二
七
〇
八
）
に
出
さ
れ
た
長
大
な
在
廻
令
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
法
例
集
』
巻
之
五
「
第
三
十
　
諸
役
人
」
の
中
で
、
「
役
」
と
い
う

小
兄
出
し
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
「
年
号
不
詳
　
按
二
宝
永
五
年
歎

百
五
十
八
番
之
内
　
御
郡
目
付
え
申
渡
」
と
冒
頭
に
注
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

同
じ
ま
と
ま
n
・
の
中
に
、
「
未
八
月
二
日
」
と
い
う
日
付
を
持
つ
五
箇
条
が
最

初
に
置
か
れ
、
あ
た
か
も
一
個
で
あ
る
か
の
よ
う
に
「
子
二
月
三
日
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

日
付
を
持
つ
五
七
箇
条
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
宝
永
五
年
は
「
未
」
で
は
な
く

「
子
」
で
あ
る
か
ら
、
該
当
す
る
の
は
五
七
箇
条
の
ほ
う
で
あ
る
。
編
者
も
発

令
年
に
つ
い
て
は
推
定
に
と
ど
め
て
い
る
の
で
、
史
料
批
判
上
の
不
安
を
ぬ
ぐ

い
が
た
い
が
、
か
リ
に
宝
永
年
間
で
な
く
て
も
、
そ
の
政
治
史
的
意
義
は
私
兄

で
は
変
わ
ら
な
い
。

　
「
未
八
月
二
日
」
の
五
箇
条
も
、
綱
政
政
権
の
下
、
元
禄
ニ
ハ
年
（
一
七
〇

三
）
あ
た
り
に
だ
さ
れ
た
も
の
か
と
推
定
す
る
が
、
下
方
党
兵
衛
・
舟
戸
久
左

衛
門
が
提
出
し
た
在
方
廻
リ
の
心
得
で
あ
る
。
五
七
箇
条
は
そ
れ
に
続
け
て
収

録
さ
れ
、
末
尾
に
「
子
二
月
三
日
右
書
付
、
御
郡
目
付
中
え
於
郡
会
所
相
渡
」

と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
全
体
の
性
格
は
、
天
和
期
に
新
設
さ
れ
た
郡
全
所
で

＝
一
七



「
御
郡
目
付
」
た
ち
に
手
渡
さ
れ
た
、
い
わ
ぱ
在
廻
リ
の
た
め
の
業
務
マ
ニ
ュ

　
　
　
＾
5
〕

ア
ル
で
あ
る
。
そ
の
巾
に
、
民
政
課
魎
に
押
し
出
さ
れ
る
か
た
ち
で
支
配
の
吏

僚
制
化
・
法
治
化
が
い
っ
そ
う
進
行
し
、
さ
ら
に
そ
の
法
治
化
の
巾
に
教
諭
支

配
の
比
重
が
高
ま
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

1
　
在
廻
令
の
基
本
姿
勢
と
出
動
態
勢

ω
一
　
御
郡
目
付
巾
、
在
出
之
時
分
、
左
之
書
付
、
銘
々
其
心
得
二
て
は
可
有

　
　
之
候
得
共
、
猶
又
御
心
得
二
書
付
巾
候
。
在
廻
リ
之
節
、
悉
ク
御
尋
候
義

　
　
二
て
ハ
無
之
候
。
左
之
書
付
を
趣
意
二
し
て
、
二
一
ケ
條
ニ
テ
も
被
存
出

　
　
次
第
、
何
と
な
く
被
尋
候
欺
、
被
聞
合
候
様
二
有
之
、
可
然
侯
。
書
付
二

　
　
載
有
之
程
之
義
を
、
御
尋
侯
様
二
と
の
事
二
て
は
無
之
侯
。
数
ヶ
條
の
晶

　
　
々
を
御
含
兄
閉
有
之
、
又
ハ
被
巾
聞
候
様
二
と
の
躯
二
侯
。
左
之
書
付
、

　
　
外
二
も
此
後
存
寄
出
来
候
は
、
追
々
棚
渡
シ
可
申
候
。
尤
書
付
二
無
之
義

　
　
数
々
可
有
之
候
間
、
書
付
二
載
リ
不
中
候
程
二
、
兄
閲
有
之
間
鋪
と
被
存

　
　
寄
候
義
ハ
如
何
二
候
。
惣
し
て
在
巾
計
二
限
リ
不
申
、
勘
右
衡
門
・
彦
左

　
　
衛
門
一
被
仰
付
覆
駕
所
一
一
、
自
然
く
一
一
打
廻
り
、
兄
聞
有
之

　
　
筈
之
山
二
候
脚
、
可
被
得
其
意
候
。

　
私
は
、
こ
の
「
在
廻
令
」
に
近
世
政
治
の
「
中
期
的
」
な
特
徴
を
兄
よ
う
と

し
て
い
る
。
そ
れ
は
大
き
な
時
代
ご
と
の
比
較
に
お
い
て
は
全
時
期
を
通
じ
た

近
世
政
治
の
特
微
と
兄
な
さ
れ
る
も
の
と
な
ろ
う
が
、
近
世
の
成
立
や
弛
緩
・

衰
退
を
兄
よ
う
と
す
る
視
角
に
立
て
ぱ
あ
く
ま
で
も
中
期
的
な
も
の
と
し
て
の

三
八

隈
定
を
つ
け
た
ほ
う
が
い
い
。
「
序
」
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
複
雑
な
民

㎜
社
全
の
事
象
を
民
政
課
題
と
し
て
正
面
か
ら
受
け
止
め
る
こ
と
で
、
吏
僚
制

的
な
支
配
、
法
治
的
な
支
配
が
初
期
よ
リ
も
深
化
し
、
さ
ら
に
そ
の
中
で
教
諭

的
な
支
配
の
比
重
が
高
ま
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
そ
う
い
う
意
味
で
近
世
政

治
の
成
熟
期
、
近
世
社
会
の
上
昇
期
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
近

世
の
終
末
ま
で
続
く
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
期
的
な
公
義
へ
の
社
全
の

恩
頼
感
は
逆
の
方
向
に
、
つ
ま
リ
不
信
感
に
向
か
い
、
公
義
離
れ
の
社
全
意
識

を
し
だ
い
に
沈
殿
さ
せ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
期
的
な
高
さ

が
記
憶
さ
れ
て
い
れ
ぱ
い
る
ほ
ど
、
そ
の
失
望
感
は
深
ま
る
と
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

　
こ
の
条
項
は
、
罪
科
・
越
度
・
曲
箏
を
威
嚇
に
し
て
様
々
な
規
制
を
強
め
る

初
期
の
支
配
と
く
ら
べ
る
と
、
そ
れ
か
ら
真
反
対
と
言
っ
て
も
い
い
姿
勢
に
立

っ
て
い
る
。

　
五
七
条
の
冒
頭
の
条
項
で
は
、
郡
目
付
の
「
在
出
」
「
在
廻
リ
」
に
当
た
1
〕
、

以
下
の
多
く
の
聞
合
せ
事
項
は
け
っ
し
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
通
リ
に
す
ぺ
て
を
調

ぺ
よ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
在
廻
令
の
精
神
を
汲
ん
で
、
そ
の
場
の
事
情
に
ふ

さ
わ
し
い
「
二
一
ケ
條
」
だ
け
で
も
、
無
理
強
い
に
で
な
く
、
「
何
と
な
く
」

尋
ね
る
か
聞
合
わ
せ
る
か
す
る
よ
う
に
と
注
意
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

細
か
に
配
慮
さ
れ
る
文
脈
で
は
「
尋
」
ね
る
行
為
と
「
聞
合
」
わ
せ
る
行
為
の

間
に
も
硬
軟
の
遠
い
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
解

を
前
提
に
す
れ
ば
、
「
数
ヶ
條
の
品
々
を
仰
舎
兄
聞
有
之
、
又
ハ
被
中
聞
候
様

二
」
と
い
う
部
分
も
、
条
項
別
に
き
ち
き
ち
と
で
は
な
く
、
関
連
箇
条
を
取
リ



合
わ
せ
て
閉
き
出
し
た
リ
、
巾
し
付
け
た
リ
す
る
よ
う
に
と
い
う
意
味
に
と
る

の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
逆
に
在
廻
令
に
載
っ
て
い
な
い
事
柄
も
「
数
々
」

あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
ら
を
「
兄
閉
有
之
間
鋪
」
と
思
い
ち
が
い
し
て
も

な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
中
期
藩
政
の
藩
士
へ
の
注
意
は
、
陣
中
訓
の
よ
う
な
強
硬
な
も

の
で
は
な
く
、
完
全
に
「
無
事
の
世
」
に
転
換
し
た
状
況
を
前
提
と
し
た
う
え

で
の
藩
役
人
の
心
得
で
あ
る
。
「
何
と
な
く
被
尋
侯
欺
、
被
聞
合
候
様
二
有
之

可
然
候
。
」
と
い
う
暖
味
さ
、
柔
軟
さ
が
、
領
民
へ
の
思
い
や
り
で
あ
る
か
巧

妙
な
支
配
手
法
で
あ
る
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
郡
目
付
の

職
務
遂
行
に
細
心
の
気
配
リ
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
の
こ

と
の
土
台
に
は
、
細
心
の
気
配
リ
の
統
治
を
、
い
わ
ぱ
強
要
し
て
い
る
民
百
姓

の
世
界
の
分
厚
さ
－
分
厚
さ
を
増
し
た
近
世
社
全
を
私
は
「
民
間
社
全
」
と

呼
ん
で
い
る
1
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

㈹
一
　
各
御
郡
廻
リ
之
儀
、
此
方
よ
り
御
指
図
不
中
候
共
、
御
仲
間
無
故
障
御

　
　
揃
侯
ハ
・
弐
人
程
宛
御
廻
リ
可
有
候
、
病
人
も
有
之
欺
、
又
は
御
郡
全
所

　
　
御
用
之
義
も
有
之
候
ハ
・
弐
人
ハ
御
無
用
一
人
宛
ハ
常
々
在
御
廻
り
、
年

　
　
中
協
怠
無
之
様
に
御
中
合
御
勤
可
有
候
。
在
中
御
用
次
第
跡
之
無
構
、
三

　
　
人
二
て
も
四
人
二
て
も
在
出
可
有
事
。

　
こ
れ
は
、
「
在
廻
令
」
の
末
条
か
ら
二
つ
目
の
条
項
で
あ
る
。
「
御
郡
廻
り
」

は
指
図
で
動
く
の
で
な
く
、
「
仲
間
」
で
自
主
的
に
判
断
し
て
通
常
は
二
人
ず

つ
－
必
要
な
ら
三
人
四
人
で
廻
る
こ
と
も
あ
る
－
が
組
ん
で
廻
る
。
故
障

や
事
情
が
あ
れ
ぱ
一
人
で
「
常
々
在
御
廻
り
、
年
中
慨
怠
無
之
様
に
」
に
勤
め

宝
永
在
廻
令

よ
と
い
う
指
示
で
あ
る
。

㈹
一
　
勘
右
衛
門
・
彦
左
衝
門
を
初
、
在
方
御
用
人
何
れ
二
よ
ら
す
在
中
え
罷

　
　
出
、
主
人
ハ
不
及
申
下
々
に
至
迄
、
権
柄
成
義
又
ハ
不
法
之
族
有
之
欺
御

　
　
聞
届
可
有
候
、
右
之
品
御
聞
候
ハ
・
早
々
御
申
聞
可
有
之
候
事
。

　
「
在
廻
令
」
の
最
期
の
五
七
条
目
だ
が
、
在
方
用
人
の
活
動
が
在
中
で
「
権

柄
」
あ
る
い
は
「
不
法
」
な
こ
と
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
聞
き
合
わ
せ
て
、
そ

う
い
う
こ
と
が
あ
れ
ぱ
言
い
閲
か
せ
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
な
お
「
序
」

で
触
れ
た
よ
う
に
、
末
尾
に
「
子
二
月
三
日
右
書
付
、
御
郡
目
付
中
え
於
御
郡

全
所
相
渡
」
と
あ
る
。

2
　
藩
役
人
の
百
姓
評
価

②
一
　
御
郡
奉
行
銘
々
請
込
之
御
郡
え
被
中
付
様
、
如
何
様
二
有
之
侯
哉
。
大

　
　
庄
屋
・
名
主
ハ
不
及
申
、
小
百
姓
二
至
迄
、
典
御
郡
之
奉
行
結
構
二
有
之

　
　
候
哉
、
又
ハ
彩
敷
有
之
哉
、
強
弱
御
聞
可
有
事
。

　
近
世
後
期
に
入
る
と
、
諸
藩
で
百
姓
監
視
の
み
を
目
的
に
し
た
種
々
の
目
付

が
諸
藩
に
置
か
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
こ
で
の
御
郡
目
付
が
百
姓
監
視
に

先
ん
じ
て
百
姓
支
配
者
の
監
視
か
ら
始
め
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
し
か

も
上
層
の
大
庄
屋
・
庄
屋
に
と
ど
め
ず
「
小
百
姓
二
至
迄
」
、
当
地
の
奉
行
が

ど
う
で
あ
る
か
「
強
弱
」
を
聞
き
あ
わ
せ
る
よ
う
に
と
い
う
指
示
で
あ
る
。

「
強
弱
」
と
い
う
閉
き
方
は
、
第
一
条
の
「
何
と
な
く
」
と
い
う
聞
き
方
で
実

状
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
あ
れ
、
統
治
の
深
度
と
い

三
九



う
表
現
で
呼
ぺ
ば
、
最
深
部
に
ま
で
領
民
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
藩
政
意
思
が

反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
領
民
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
対
応
で
き
る
「
武
士
」
で
あ
る
た
め

に
は
、
主
君
馬
前
で
の
械
働
き
の
観
念
を
ほ
と
ん
ど
払
拭
し
た
「
役
人
」
へ
の

家
臣
の
造
リ
替
え
が
進
行
し
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

㈹
一
　
毛
兄
之
節
、
御
郡
奉
行
如
何
様
の
存
入
ニ
テ
跡
兄
中
え
被
申
談
候
哉
。

　
　
又
下
毛
取
の
者
、
丼
跡
兄
へ
付
参
侯
付
廻
シ
之
者
え
、
御
郡
奉
行
よ
リ
被

　
　
巾
付
様
如
何
様
二
有
之
哉
、
井
跡
見
中
ハ
不
及
巾
、
下
毛
取
人
付
廻
シ
之

　
　
者
勤
方
の
様
子
、
百
姓
の
受
口
可
有
見
閲
事
。

　
「
百
姓
の
受
口
」
と
は
百
姓
の
評
判
・
評
価
で
あ
ろ
う
。
毛
見
＾
検
兄
一
の

際
の
郡
奉
行
以
下
諸
役
人
の
「
勤
方
の
様
子
」
を
百
姓
が
ど
の
よ
う
に
兄
て
い

る
か
を
「
兄
剛
」
せ
よ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
先
の
条
項
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。

㈲
一
　
御
代
官
巾
宗
門
改
・
荒
改
又
ハ
御
年
貢
取
立
御
藪
垣
結
・
竹
伐
被
申
付

　
　
候
晶
々
、
如
何
様
二
被
棚
勤
候
哉
、
人
二
よ
り
百
姓
共
難
儀
仕
咲
品
も
有

　
　
之
哉
、
被
間
届
置
可
然
事
。

　
代
官
た
ち
が
宗
門
改
め
や
荒
地
改
め
や
年
貢
取
り
立
て
な
ど
村
々
の
百
姓
を

対
象
に
し
た
リ
百
姓
を
使
役
し
た
リ
す
る
種
々
の
業
務
執
行
の
際
に
、
「
百
姓

共
難
儀
」
に
な
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
点
検
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
条

項
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
確
か
め
る
の
は
、
村
々
百
姓
の
経
験
を
尋
ね
る
ほ

か
な
い
か
ぎ
リ
、
領
民
の
藩
役
人
評
価
を
聞
く
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

3
　
百
姓
出
願
へ
の
対
応

四
〇

ω
一
　
毛
兄
前
二
稲
毛
の
善
悪
尚
以
被
見
及
置
、
毛
見
願
申
間
敷
立
毛
を
毛
見

　
　
願
出
巾
様
成
村
有
之
候
ハ
・
、
其
御
郡
奉
行
へ
立
毛
之
様
子
被
申
談
可
然

　
　
候
。
又
立
毛
願
出
可
申
立
毛
二
候
所
、
名
主
心
得
宜
作
配
仕
、
毛
見
願
出

　
　
不
申
様
成
村
有
之
候
ハ
・
能
御
見
屈
候
て
可
被
申
聞
事
。

　
「
毛
兄
前
二
稲
毛
の
善
悪
」
を
目
付
は
判
断
し
て
お
い
て
、
検
見
願
い
を
す

ぺ
き
で
な
い
村
が
願
い
出
た
場
合
は
郡
奉
行
に
そ
の
不
適
切
を
指
摘
す
る
。
他

方
、
検
見
願
い
を
す
べ
き
村
で
名
主
が
適
当
な
処
置
を
し
て
い
る
場
合
は
、
実

状
を
よ
く
見
て
出
願
を
す
す
め
る
。
こ
こ
に
は
や
み
く
も
に
検
見
願
い
に
応
じ

た
リ
押
さ
え
込
ん
だ
り
す
る
の
で
は
な
く
、
判
断
を
あ
ら
か
じ
め
作
っ
て
お
い

て
村
々
の
実
際
に
応
じ
て
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

　
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
目
付
は
た
ん
に
検
察
役
人
で
あ
る
だ
け
で
は
足
ら

ず
、
農
業
生
産
に
関
す
る
専
門
家
的
な
判
断
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

4
　
村
役
人
の
能
力
・
精
惰
評
価

⑥
一
　
兼
て
惣
大
庄
屋
共
え
申
渡
候
趣
能
呑
込
、
村
方
へ
も
切
々
打
廻
n
・
申
聞

　
　
候
哉
、
村
方
之
者
如
何
様
二
承
込
居
申
候
哉
、
何
と
な
く
御
聞
、
心
得
違

　
　
居
申
様
子
二
候
ハ
・
其
晶
能
御
申
聞
可
有
候
。
所
々
二
て
御
聞
、
閲
違
候



　
　
品
有
之
候
ハ
・
巾
渡
候
大
庄
屋
え
間
違
之
品
御
中
醐
可
然
事
。

　
仰
郡
目
付
は
、
藩
か
ら
大
庄
屋
へ
巾
し
渡
し
た
布
達
を
大
庄
屋
が
よ
く
の
み

こ
み
、
村
方
を
廻
っ
て
き
ち
ん
と
巾
し
閉
か
せ
て
い
る
か
ど
う
か
、
村
方
の
ほ

う
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
を
、
こ
れ
ま
た
「
何
と
な
く
」
閉
き
出
し
、

も
し
村
方
が
閉
違
っ
た
趣
旨
で
受
け
取
っ
て
い
る
な
ら
ぱ
、
大
庄
屋
の
認
識
を

改
め
さ
せ
る
。

　
こ
の
場
含
、
直
按
村
方
へ
認
識
の
訂
正
を
中
し
渡
す
の
で
は
な
く
、
藩
意
の

理
解
度
を
大
庄
屋
の
威
信
が
失
わ
れ
な
い
よ
う
に
「
何
と
な
く
」
確
か
め
、
犬

庄
屋
の
認
識
を
改
め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
藩
政
の
効
果
を
あ
げ
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
性
急
に
藩
が
顔
を
出
す
こ
と
を
避
け
て
、
村
政
の
機
構
を
十

分
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
を
□
取
優
先
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

⑦
一
　
大
庄
屋
初
名
主
、
役
義
補
を
出
し
柵
勤
候
者
、
又
は
不
精
二
有
之
欺
、

　
　
仰
見
閉
可
有
事
。

　
「
大
庄
屋
」
だ
け
で
な
く
村
ご
と
の
「
名
主
」
の
繍
惰
を
「
御
兄
閉
」
と
い

う
か
ら
、
こ
れ
も
先
の
条
項
と
同
じ
よ
う
に
、
罪
科
を
調
べ
る
よ
う
な
や
リ
方

で
な
く
「
何
と
な
く
」
の
百
姓
ら
の
評
判
を
集
め
る
方
法
を
取
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

㈹
一

5
　
百
姓
負
担
・
村
機
構
の
実
態
認
識

　
郡
割
・
村
割
之
帳
下
役
人
｝
渡
遂
吟
昧
候
。

候
哉
之
儀
、
間
二
御
尋
置
可
有
候
。

宝
永
在
廻
令

高
一
石
に
如
何
程
掛
リ
中

　
こ
れ
は
郡
・
村
単
位
に
掛
か
っ
て
く
る
百
姓
負
担
が
一
石
あ
た
リ
ど
れ
く
ら

い
で
あ
る
か
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
す
で
に
「
下
役
人
」
が
「
吟

味
」
し
終
え
た
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
「
間
二
御
尋
置
」
と
い
う
か

ら
、
こ
れ
も
「
何
と
な
く
」
の
や
リ
方
で
探
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
ち
が
い
な

い
。㈹

一
　
一
ケ
村
二
保
頭
一
人
宛
有
之
由
、
村
二
よ
り
弐
人
も
有
之
由
、
村
方
二

　
　
て
如
何
様
二
遣
わ
れ
候
哉
、
保
頭
二
御
尋
置
可
有
候
。

　
村
内
の
「
保
頭
」
と
い
う
職
務
は
、
村
に
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
二
人
の
村
も
あ
る
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
つ
存
在
で
あ
る
の
か

も
藩
が
任
じ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
を
「
保
頭
」
に
直

按
聞
い
て
み
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

6
　
貧
者
層
へ
の
手
当
て

ω
一
　
各
在
廻
リ
の
時
分
兼
て
印
候
通
リ
、
火
用
心
見
分
之
様
二
御
中
、
貧
者

　
　
の
家
内
へ
も
御
は
い
り
、
か
ま
ど
の
廻
り
、
灰
屋
上
ケ
塗
之
儀
な
と
御
中

　
　
聞
、
家
内
之
様
子
被
見
及
、
大
庄
屋
井
名
主
・
五
人
組
頭
兄
廻
n
三
参
、

　
　
如
何
様
二
巾
渡
候
哉
と
御
尋
可
有
事
。

　
強
引
さ
を
徹
底
し
て
避
け
つ
つ
為
政
の
意
図
は
果
た
す
。
こ
の
条
項
は
そ
う

い
う
細
か
さ
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
さ
せ
る
。
「
火
用
心
」
の
具
合
の
点
検
と
い

う
共
同
体
の
運
命
に
共
通
す
る
名
分
で
「
貧
者
の
家
内
」
に
立
ち
入
リ
、
「
か

ま
ど
の
廻
リ
、
灰
屋
上
ケ
塗
」
な
ど
村
内
貧
困
層
の
住
環
境
を
検
分
し
、
そ
の

四
一



状
態
に
つ
い
て
大
庄
屋
・
名
主
な
ど
の
村
役
人
層
、
お
よ
ぴ
近
隣
生
活
の
責
任

者
で
あ
る
五
人
組
頭
が
日
頃
ど
の
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
か
を
尋
わ
る
。
困
窮

者
の
生
活
調
査
を
名
目
に
し
な
い
の
は
、
次
の
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の

「
御
尋
」
は
村
役
人
層
の
行
為
の
評
価
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
結
果
、

能
力
・
精
怖
だ
け
で
な
く
貧
困
層
に
対
す
る
誠
実
さ
も
ふ
く
め
て
弱
点
が
あ
る

と
藩
が
判
断
す
れ
ぱ
、
藩
は
そ
れ
ら
村
役
人
層
に
対
し
て
教
令
す
る
の
み
で
あ

っ
て
、
村
に
対
し
て
直
接
に
は
藩
の
権
力
が
臨
ま
な
い
と
い
う
、
先
に
み
た
立

場
を
取
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

㎝
一
　
貧
者
の
家
屋
根
大
破
扱
井
壁
落
居
中
家
有
之
候
ハ
・
其
村
之
名
主
え
如

　
　
何
様
之
訳
ニ
テ
右
之
通
ニ
ハ
仕
置
侯
哉
、
御
尋
可
有
候
。
村
育
之
者
え
五

　
　
人
組
合
之
者
よ
リ
の
擬
作
、
又
ハ
名
主
よ
リ
心
入
之
品
御
尋
、
役
人
共
不

　
　
埼
之
義
有
之
候
ハ
・
早
速
御
巾
付
候
通
可
有
楽
。

　
「
貧
者
」
の
家
屋
の
内
の
兄
え
な
い
困
窮
ぷ
り
で
な
く
、
誰
に
も
兄
え
る
外

回
リ
の
困
窮
ぷ
リ
が
見
出
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
が
放
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
ど
う

す
る
の
か
。
「
貧
者
の
家
屋
根
犬
破
損
井
壁
落
居
申
家
」
と
い
う
の
は
ほ
と
ん

ど
崩
落
状
態
の
家
屋
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
そ
の
村
の
名
主
に
「
如
何
様

之
訳
ニ
テ
右
之
通
ニ
ハ
仕
置
候
哉
」
と
尋
ね
る
。

　
以
下
の
意
味
に
や
や
不
明
さ
が
残
る
が
、
「
貧
者
」
は
「
村
育
之
者
」
で
あ

っ
て
村
請
の
か
た
ち
で
成
立
た
せ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、

「
五
人
組
合
之
者
」
「
名
主
」
が
ど
れ
だ
け
努
力
し
て
い
る
か
を
問
い
、
「
役
人

共
不
埼
之
義
」
が
兄
出
さ
れ
る
と
す
れ
ぱ
、
「
早
速
御
中
付
候
通
」
に
処
置
す

る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
「
御
中
付
」
は
藩
が
郡
目
付
に
指
示
し
て
い
る

四
二

こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
姿
勢
か
ら
す
れ

ぱ
、
た
だ
ち
に
越
度
に
問
う
と
い
う
の
で
な
く
、
村
中
責
任
の
教
諭
を
加
え
る

と
い
う
処
置
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

○
勃
一
　
村
々
貧
者
共
え
育
奏
、
名
主
よ
リ
貸
シ
付
候
、
貧
者
の
手
前
二
て
御
聞

　
　
可
有
ハ
、
褒
何
程
か
リ
、
利
ハ
何
程
出
申
筈
二
候
哉
、
定
リ
の
通
二
相
違

　
　
有
之
欺
、
御
聞
可
有
事
。

　
「
育
変
」
と
は
貧
困
層
の
夫
食
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
名
主
が
貸
し
付
け
る
と

い
う
の
は
村
の
救
済
行
為
の
佳
格
も
も
つ
が
、
た
ん
な
る
施
行
で
は
な
く
、
貸

与
で
あ
る
。
そ
の
貸
奏
の
几
皿
、
利
子
の
額
、
そ
れ
が
藩
の
規
定
通
リ
か
ど
う
か

は
、
貸
し
た
名
主
に
で
な
く
、
惜
り
た
貧
者
に
目
付
が
直
接
閲
く
こ
と
を
命
じ

て
い
る
の
で
あ
る
。

7

不
審
者
・
追
放
人
・
盗
人
ら
し
き
者
・

乞
食
袖
乞
へ
の
対
応

○
副
一
　
町
並
有
之
村
ニ
テ
、
小
百
姓
之
内
田
地
も
無
之
、
少
々
の
売
買
も
不
仕

　
　
日
用
過
も
仕
不
申
、
家
内
妻
子
等
養
ひ
居
印
者
可
有
之
候
。
加
様
成
者
ハ

　
　
人
集
の
宿
仕
候
欺
、
盗
物
買
取
侯
欺
、
加
様
の
類
二
て
渡
世
仕
曲
二
候
間
、

　
　
常
々
出
入
仕
侯
者
立
聞
候
様
二
、
大
庄
屋
二
密
々
御
中
聞
可
有
候
。
右
之

　
　
通
之
者
、
町
並
之
所
二
も
限
り
巾
間
敷
候
間
、
其
御
心
得
可
有
事
。

　
藩
が
一
円
的
な
統
治
機
構
で
あ
る
か
ぎ
リ
不
審
老
を
摘
発
、
排
除
し
よ
う
と

す
る
。
こ
こ
で
の
不
審
者
は
浮
浪
し
て
い
る
者
で
は
な
く
、
安
定
し
て
い
る
が



ゆ
え
に
怪
し
い
者
で
あ
る
。
田
地
も
持
た
な
い
よ
う
な
「
小
百
姓
」
で
あ
り
な

が
ら
、
「
町
並
」
と
い
え
る
人
通
リ
が
あ
る
所
な
の
に
、
な
ん
の
「
売
買
」
行

為
も
せ
ず
、
「
日
用
」
稼
ぎ
も
せ
ず
、
そ
れ
で
「
家
内
妻
子
等
」
を
養
っ
て
い

る
。　

そ
う
い
う
者
は
「
人
集
の
宿
」
を
し
た
リ
「
盗
物
」
を
買
取
っ
て
売
り
捌
く

な
ど
の
渡
世
を
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
か
ら
、
「
常
々
出
入
仕
候
者
」

を
大
庄
屋
に
密
か
に
命
じ
て
調
べ
る
よ
う
に
と
指
示
し
て
い
る
。
「
人
集
の
宿
」

に
は
盗
賊
の
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
小
百
姓
ら
の
藩
政
・
村
政
抗
議
の
相
談
事
も

見
つ
か
れ
ぱ
押
え
込
ま
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
支
配
の
周

到
さ
を
み
て
お
く
こ
と
を
主
眼
と
し
た
い
。

○
功
一
　
在
中
え
小
間
物
売
非
個
士
候
二
参
合
被
巾
候
ハ
・
何
方
之
者
二
候
哉
、

　
　
出
所
名
共
御
醐
、
大
庄
屋
・
名
主
え
其
者
御
引
合
、
己
後
不
参
様
二
御
指

　
　
留
可
有
事
。

　
村
々
を
俳
個
す
る
「
小
間
物
売
」
に
目
付
が
出
全
っ
た
ら
、
そ
の
出
身
・
名

前
を
閉
き
出
し
、
大
庄
屋
・
名
主
に
引
き
合
わ
せ
て
今
後
、
村
へ
来
な
い
よ
う

に
す
る
。
引
き
合
わ
せ
て
以
後
来
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
の
は
先
の
条
々

の
趣
旨
か
ら
す
れ
ぱ
、
藩
役
人
が
い
き
な
リ
筈
め
る
の
で
な
く
■
村
役
人
に
教
示

さ
せ
る
、
そ
の
こ
と
で
村
方
の
自
律
力
を
酒
養
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
み
て
よ

い
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
行
商
人
が
持
ち
込
む
「
小
間
物
」
が
村
方
で
自

給
で
き
な
い
物
資
で
あ
れ
ぱ
、
そ
の
供
給
ル
ー
ト
の
提
示
を
と
も
な
う
排
除
で

な
け
れ
ぱ
成
功
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

㈱
一
　
御
追
放
人
立
帰
候
を
御
兄
付
候
ハ
・
御
揃
御
郡
全
所
へ
可
被
指
越
候
。

宝
永
在
廻
令

　
居
村
追
放
者
が
帰
村
し
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
場
合
は
、
密
か
に
で
な
く
直

接
召
し
摘
ら
え
、
郡
全
所
へ
出
頭
す
る
。

㈱
一
　
盗
人
ら
し
き
も
の
俳
個
仕
候
ハ
・
密
二
可
中
出
候
。
里
を
放
レ
山
内
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
布
之
〕

　
　
原
等
二
小
屋
掛
仕
居
中
者
之
有
候
ハ
・
注
進
可
仕
候
。
其
所
に
居
不
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
有
之
－

　
　
様
可
中
付
曲
御
印
閲
可
有
候
。
其
村
二
乞
食
払
之
者
之
有
候
ハ
・
、
名
書

　
　
付
御
差
出
可
有
事
。

　
盗
人
ら
し
い
者
や
小
屋
掛
け
し
て
い
る
者
が
い
れ
ぱ
密
に
藩
に
注
進
し
、
村

役
人
に
立
ち
退
く
よ
う
諭
さ
せ
る
。
ま
た
「
乞
食
払
之
者
」
が
村
に
い
れ
ぱ
名

前
を
書
い
て
差
し
出
す
。

㈹
一
　
村
方
ハ
不
及
申
、
御
城
下
端
々
に
て
も
、
袖
乞
二
あ
る
き
候
者
二
御
行

　
　
逢
候
ハ
・
甘
所
御
尋
御
領
内
之
者
二
候
ハ
・
御
郡
全
所
へ
可
被
指
越
事
。

　
村
方
・
城
下
端
で
袖
乞
を
す
る
者
に
出
全
っ
た
ら
ど
こ
の
者
か
尋
ね
、
領
民

で
あ
れ
ぱ
御
郡
全
所
へ
連
れ
て
行
く
、
と
い
う
の
は
不
審
者
対
策
以
上
の
、
領

内
の
民
百
姓
掌
握
の
意
欲
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

8
　
村
内
で
の
商
売
禁
止

㈹
一
　
束
西
往
還
筋
井
因
幡
海
遣
・
庭
瀬
海
遣
、
其
外
他
所
よ
リ
之
往
来
遭
筋

　
　
の
茶
屋
く
請
酒
仕
薯
一
、
為
旅
人
之
一
侯
得
は
其
晋
泰
一
候
。

　
　
其
外
村
々
二
て
請
酒
仕
売
印
候
様
成
者
有
之
候
ハ
・
、
村
・
其
者
之
名
、

　
　
酒
ハ
何
れ
よ
り
買
候
哉
と
酒
屋
の
名
を
も
被
尋
置
可
然
候
。

　
「
請
酒
」
と
は
小
売
酒
あ
る
い
は
酒
小
売
の
こ
と
と
理
解
す
る
。
こ
の
時
期
、

四
三



往
運
筋
に
は
「
茶
屋
」
が
閉
か
れ
旅
人
州
に
酒
を
振
る
舞
う
。
そ
れ
は
当
然
だ

が
、
村
々
で
請
酒
す
る
者
に
つ
い
て
は
村
名
と
名
前
と
仕
入
れ
た
酒
屋
の
名
ま

で
尋
ね
て
お
く
ぺ
き
で
あ
る
。
こ
の
指
示
は
そ
の
者
を
ど
う
す
る
と
も
言
っ
て

い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
村
内
請
酒
を
村
役
人
説
諭
で
押
さ
え
込
も
う
と
い
う
の

で
あ
ろ
う
。

㈹
一
　
在
巾
二
て
三
拾
一
色
売
物
之
外
二
、
無
益
之
売
物
御
見
付
候
は
、
其
所

　
　
之
名
主
方
へ
被
巾
届
、
即
時
二
御
指
留
可
布
事
。

　
在
々
で
商
い
が
許
可
さ
れ
て
い
る
三
一
種
の
「
売
物
」
が
あ
る
。
そ
れ
以
外

の
「
売
物
」
を
兄
つ
け
た
ら
名
主
に
言
っ
て
差
止
め
る
よ
う
に
、
と
い
う
の
だ

か
ら
、
こ
こ
で
も
名
主
に
処
置
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

9
　
藩
役
人
の
村
方
か
ら
の
借
銀
米
・
押
買
調
べ

㈹
一
　
村
方
二
て
身
躰
宜
者
、
貸
シ
銀
な
と
仕
候
者
ニ
ハ
、
御
郡
奉
行
・
御
代

　
　
官
・
御
普
請
奉
行
、
其
外
御
州
二
て
出
被
申
候
奉
行
中
え
、
銀
米
等
二
て

　
　
も
借
シ
巾
義
は
無
之
哉
と
、
咄
之
様
二
被
仕
、
御
尋
可
有
事
。

　
こ
の
よ
う
な
融
通
が
ど
ち
ら
側
か
ら
の
働
き
か
け
で
起
こ
る
の
か
を
想
像
す

れ
ぱ
、
お
そ
ら
く
藩
役
人
か
ら
言
い
出
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
わ
れ
る
。

奉
行
・
代
官
な
ど
へ
當
裕
な
百
姓
が
銀
米
を
貸
し
て
い
る
こ
と
が
な
い
か
、
こ

れ
ま
た
そ
れ
を
目
的
に
調
ぺ
る
と
い
う
や
り
方
で
な
く
、
何
気
な
い
「
咄
之
様

二
」
し
て
尋
ね
る
よ
う
に
と
指
示
し
て
い
る
。
当
然
そ
れ
は
好
ま
し
く
な
い
行

為
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
罪
科
云
々
に
は
言
及
し
な
い
。

四
四

㈹
一
　
在
中
二
て
奉
行
役
人
之
内
、
押
員
仕
様
成
義
ハ
無
之
哉
、
御
尋
可
有
事
。

　
藩
役
人
が
村
方
で
無
理
に
求
め
て
売
ら
せ
る
行
為
は
、
横
暴
さ
の
一
つ
と
し

て
警
戒
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

10

山
林
竹
木
保
護
・
山
林
管
理
強
化

0
9
一
　
山
林
竹
木
伐
荒
シ
｝
様
成
義
有
之
哉
、
見
分
可
有
候
。
伐
取
候
様
成
義

　
　
有
之
候
ハ
・
兄
逓
な
く
早
速
吟
味
可
有
之
事
。

　
藩
有
林
か
村
有
林
か
は
言
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
領
内
の
山
林
竹
木
全
般
の

保
護
令
と
し
て
の
伐
取
吟
味
と
理
解
さ
れ
る
。

⑫
①
一
　
惣
て
年
二
よ
り
願
候
て
、
百
姓
自
林
ニ
テ
松
枝
一
曲
輪
宛
願
伐
申
侯
。

　
　
山
二
心
被
附
願
よ
り
多
ク
伐
り
申
所
有
之
候
ハ
・
早
速
可
有
御
吟
昧
事
。

　
た
と
え
「
百
姓
自
林
」
で
も
「
一
曲
輪
宛
」
、
つ
ま
リ
一
個
所
を
出
願
し
て

伐
採
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
そ
れ
以
上
伐
採
し
て
い
る
事
実
が
あ
れ
ぱ
た
だ

ち
に
吟
昧
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

伽
一
　
御
山
廻
リ
共
、
御
林
之
内
如
何
様
二
見
廻
り
中
候
哉
、
山
盗
捕
出
シ
侯

　
　
義
近
年
終
二
無
之
侯
。
自
分
勤
不
宜
・
二
付
兄
付
捕
出
し
申
儀
無
之
候
。
勤

　
　
方
不
宜
者
二
弥
相
聞
へ
候
ハ
・
御
山
廻
り
不
被
仰
付
御
取
上
被
成
二
て
可

　
　
有
之
と
山
廻
り
之
者
え
勘
右
衡
門
・
彦
左
衡
門
申
侯
と
、
仰
申
聞
御
返
リ

　
　
可
有
事
。

　
藩
有
林
の
「
御
山
廻
り
」
役
の
者
が
自
分
の
勤
務
怠
慢
を
責
め
ら
れ
る
の
を

恐
れ
て
近
年
「
山
盗
」
を
捕
ら
え
る
こ
と
が
な
い
。
ど
の
よ
う
な
兄
廻
リ
方
を



し
て
い
る
の
か
を
ふ
く
め
て
「
勤
方
不
血
者
」
と
な
れ
ぱ
職
務
を
取
リ
上
げ
ら

れ
る
と
｝
し
閉
か
せ
て
帰
る
こ
と
、
と
い
う
指
示
で
あ
る
。
誰
か
を
摘
発
す
る

こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
怠
慢
解
職
の
予
告
の
か
た
ち
を
と
っ

た
教
諭
な
の
で
あ
る
。

⑫
勃
一
　
竹
木
伐
リ
置
候
所
二
て
ハ
、
願
ニ
テ
伐
リ
巾
候
竹
木
二
て
も
委
細
御
尋

　
　
可
有
候
。
疑
敷
様
子
二
候
ハ
・
名
主
手
前
御
閉
屈
可
布
琳
。

　
竹
木
が
械
み
上
げ
て
あ
れ
ぱ
村
方
願
い
で
伐
採
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
委
細

を
尋
ね
、
も
し
疑
点
が
あ
れ
ば
名
主
自
身
か
ら
閲
き
取
る
こ
と
、
と
指
示
し
て

い
る
。
兄
か
け
た
時
に
は
先
ず
辺
リ
の
誰
か
に
尋
ね
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
1
1
　
長
期
の
舟
懸
り
や
筏
材
の
点
検

㈱
一
　
海
川
共
、
商
船
二
て
も
無
之
、
何
の
子
細
な
く
舟
懸
り
仕
、
久
敷
滞
留

　
　
仕
巾
様
成
船
御
兄
付
候
ハ
・
典
所
の
名
主
ハ
不
及
巾
、
商
売
仕
候
も
の
・

　
　
内
二
成
共
密
二
御
尋
可
布
箏
。

　
目
付
の
監
視
は
「
海
・
川
」
を
か
ぎ
ら
ず
水
上
に
も
向
か
う
。
「
商
船
」
で

も
な
く
事
情
も
わ
か
ら
ず
長
期
脚
滞
留
し
て
い
る
船
が
こ
こ
で
は
対
象
に
な
っ

て
い
る
。
「
密
二
」
と
い
う
調
査
方
針
は
他
条
と
同
じ
だ
が
、
当
地
の
名
主
だ

け
で
な
く
そ
の
地
で
商
い
に
閑
わ
っ
て
い
る
者
に
も
尋
ね
る
。

⑫
①
一
　
川
筋
ニ
テ
古
材
木
筏
二
仕
下
し
巾
義
有
之
候
ハ
・
何
村
之
家
を
崩
し
出

　
　
し
中
侯
哉
、
仰
尋
可
有
之
箏
。

　
筏
は
元
来
切
リ
出
し
た
木
材
を
組
み
あ
わ
せ
て
作
リ
川
下
げ
す
る
も
の
だ
が
、

　
　
　
　
　
宝
永
在
廻
令

「
古
材
木
」
で
作
ら
れ
た
筏
で
あ
る
こ
と
が
明
き
ら
か
で
あ
る
場
合
、
材
料
が

ど
の
村
の
誰
の
家
を
壊
し
た
廃
材
で
あ
る
か
を
調
べ
る
。

　
　
　
1
2
　
他
領
米
流
入
の
吟
味

㈱
一
　
他
領
米
御
領
内
え
入
候
哉
、
御
兄
聞
可
有
候
。
紛
敷
米
二
被
行
逢
侯
ハ

　
　
・
出
所
井
参
所
御
聞
届
御
吟
味
可
有
事
。

　
「
他
領
米
」
の
疑
い
の
あ
る
米
を
兄
か
け
た
ら
出
所
と
行
き
先
を
聞
き
出
し

吟
昧
す
る
こ
と
、
と
こ
の
件
に
つ
い
て
は
他
の
条
項
を
超
え
る
権
限
な
い
し
は

責
任
を
与
え
て
い
る
と
言
え
る
。

　
　
　
1
3
　
村
方
酒
造
の
調
査

㈱
一
　
村
人
ニ
テ
酒
造
り
申
候
者
之
名
、
御
尋
御
菩
付
置
可
有
侯
。
尤
隠
密
二

　
　
御
尋
候
義
ハ
趣
意
有
之
候
間
御
無
用
二
侯
。

　
諸
事
密
か
に
閲
き
出
す
こ
と
を
命
じ
て
い
る
目
付
に
対
し
、
村
人
の
酒
造
に

つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
米
の
確
保
が
懸
案
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
「
隠

密
」
を
「
無
胴
」
と
し
、
当
事
者
を
記
録
し
て
お
く
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。

　
　
　
1
4
　
村
送
リ
荷
物
の
送
受
当
人
を
明
示

⑫
η
一
　
村
送
リ
状
又
ハ
荷
物
村
送
リ
の
判
紙
御
見
分
可
有
候
、
状
持
二
候
ハ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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誰
様
よ
り
何
村
誰
方
へ
参
候
御
状
と
記
し
置
候
様
二
、
荷
物
も
誰
様
の
荷

　
　
物
と
判
紙
二
書
付
実
様
二
御
巾
聞
可
有
事
。

　
村
に
持
ち
込
ま
れ
る
「
送
リ
状
」
「
判
紙
」
を
点
検
し
て
誰
か
ら
ど
の
村
の

誰
へ
送
る
荷
物
か
を
明
記
し
て
お
く
よ
う
に
言
い
聞
か
せ
る
こ
と
、
と
い
う
指

示
で
あ
る
。15

用
水
設
備
…
洗
浄
・
溝
川
掃
除
・
逆
修
繕

㎝
一
　
五
月
よ
リ
八
月
迄
之
間
、
樋
橋
関
戸
分
木
雨
天
之
時
分
洗
候
様
二
中
付

　
　
置
候
。
洗
不
中
処
有
之
候
ハ
・
雨
天
之
節
ハ
百
姓
耕
作
ニ
モ
出
不
申
事
二

　
　
候
間
、
名
主
頭
取
候
て
罷
肚
、
洗
せ
候
様
二
御
申
聞
可
有
候
。
尤
大
庄
屋

　
　
へ
も
御
巾
閉
可
然
箏
。

　
農
繁
期
の
後
「
樋
橋
・
関
戸
分
木
」
な
ど
用
水
装
置
を
洗
う
作
業
の
指
示
で

あ
る
。
そ
れ
を
や
っ
て
い
な
い
村
は
名
主
に
言
い
聞
か
せ
て
、
「
名
主
頭
取
候

て
」
出
か
け
て
行
う
よ
う
に
さ
せ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
庄
屋
へ
も
申
し

閲
か
せ
る
こ
と
と
い
う
擶
示
で
あ
る
。

個
勃
一
　
往
来
之
遭
筋
ハ
不
及
巾
、
横
遣
な
と
に
損
有
之
、
往
来
之
者
又
ハ
作
通

　
　
ひ
二
も
難
義
仕
と
和
兄
へ
侯
ハ
・
百
姓
隙
之
時
分
繕
い
も
仕
候
様
二
御
申

　
　
聞
可
有
候
。

　
こ
れ
も
細
か
な
指
示
で
あ
る
。
往
来
の
遣
や
横
遣
に
破
損
が
あ
れ
ぱ
往
来
者

や
農
作
通
い
の
者
の
妨
げ
に
な
る
の
で
、
農
閑
の
百
姓
に
補
修
を
さ
せ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

四
六

㈱
一
　
養
水
筋
之
溝
川
二
藻
は
リ
居
中
侯
ハ
水
掛
リ
之
為
悪
敷
、
第
一
右
ノ
藻

　
　
朽
候
て
埋
リ
申
道
理
二
候
間
、
百
姓
の
隙
之
時
分
取
侯
様
二
御
申
付
可
有

　
　
候
。

　
水
掛
か
り
を
劣
化
さ
せ
な
い
た
め
に
用
水
路
の
底
や
側
面
に
生
え
茂
る
藻
を
、

「
百
姓
の
隙
之
時
分
」
に
刈
リ
取
る
よ
う
申
し
つ
け
る
。
こ
れ
は
、
基
盤
整
備

で
も
あ
る
が
、
生
産
技
術
に
も
直
按
に
つ
な
が
る
指
示
で
あ
る
。

　
　
　
1
6
　
耕
作
出
精
・
水
番
・
植
株
・
草
取
り
・
施
肥
・

　
　
　
　
　
百
姓
経
営
・
期
待
さ
れ
る
百
姓
像

個
の
一
　
百
姓
共
耕
作
二
精
出
し
候
欺
、
左
も
無
之
村
も
有
之
哉
、
御
兄
分
可
有

　
　
候
。
四
季
の
植
物
其
所
二
て
の
旬
二
後
レ
不
申
候
様
二
無
油
断
心
二
入
、

　
　
植
付
候
様
二
御
申
聞
可
有
候
。

　
耕
作
出
精
の
村
ご
と
の
評
価
を
行
い
、
四
季
の
作
物
を
油
断
な
く
時
期
遅
れ

に
な
ら
な
い
内
に
植
え
付
け
る
よ
う
言
い
閲
か
せ
る
。
こ
の
細
か
さ
に
近
世
的

民
政
が
反
映
さ
れ
て
お
リ
、
同
時
に
生
産
技
術
へ
の
関
与
ま
で
が
目
付
の
職
務

に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

㈱
一
　
五
月
根
付
の
時
分
よ
リ
、
御
郡
々
え
水
番
之
御
足
軽
指
出
し
侯
。
勤
方

　
　
の
様
子
被
尋
置
可
然
候
。

　
こ
れ
は
軍
陣
的
な
足
軽
で
な
く
、
水
稲
の
水
番
を
行
う
役
務
の
者
を
百
姓
か

ら
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
期
藩
政
は
農
業
か
ら
乖
離
す
る
の
で
は
な
く
、

新
し
い
勧
農
政
治
を
生
み
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

㈱
一
　
稲
株
各
別
二
少
ク
植
付
巾
所
有
之
侯
ハ
・
、
名
主
・
五
人
組
頭
え
様
子



　
　
被
尋
置
可
有
候
。

　
稲
株
の
少
な
い
村
は
名
主
・
五
人
組
頭
に
卒
情
を
尋
ね
る
と
い
う
の
も
、
農

業
技
術
の
レ
ペ
ル
に
入
リ
込
む
勧
農
政
治
で
あ
る
。

帽
η
一
　
稲
之
草
ヲ
取
印
義
延
引
の
由
、
又
は
褒
中
打
延
引
之
処
有
之
侯
ハ
・
田

　
　
地
主
御
閉
可
有
吟
昧
事
。

　
田
の
草
取
リ
が
遅
れ
て
い
る
。
褒
の
中
耕
作
業
が
遅
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
田
畑
が
目
に
入
っ
た
な
ら
ぱ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
田
地
主
」
に
直
接
閉
い
て
吟

昧
す
る
、
と
い
う
の
も
生
産
技
術
レ
ペ
ル
の
勧
農
政
治
で
あ
る
。

㈱
一
　
村
々
百
姓
共
家
居
井
家
内
作
廻
之
様
子
、
又
ハ
土
地
之
善
悪
、
作
物
出

　
　
来
善
悪
、
兼
て
委
細
二
被
存
知
候
様
二
有
之
可
然
候
。
年
二
よ
リ
加
損
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
よ
〕

　
　
被
遣
候
時
節
、
其
人
二
宛
リ
加
扱
米
過
無
之
様
二
和
談
可
有
候
。

　
百
姓
の
居
住
環
境
、
耕
作
、
収
穫
の
具
合
を
細
か
く
認
識
す
る
こ
と
を
求
め
、

百
姓
に
与
え
る
救
済
米
も
過
不
足
な
い
も
の
に
す
る
た
め
、
「
兼
て
委
細
二
被

存
知
候
様
二
」
と
ま
で
求
め
て
い
る
。

㈱
一
　
山
中
之
百
姓
木
山
働
第
一
二
仕
、
田
地
之
し
や
う
や
く
疎
二
仕
置
候
所

　
　
有
之
候
ハ
・
、
田
地
之
し
や
う
や
く
第
一
二
仕
、
其
次
二
木
山
働
仕
候
様

　
　
二
、
英
者
ハ
不
及
巾
名
主
・
五
人
典
頭
え
も
、
此
旨
早
々
御
申
剛
置
可
有

　
　
咬
。
．

　
　
｛

　
こ
こ
で
は
山
巾
の
百
姓
で
も
、
山
仕
事
よ
り
田
仕
事
を
手
入
れ
仕
事
の
第
一

に
お
く
よ
う
に
転
換
さ
せ
よ
う
と
す
る
藩
政
の
立
場
が
明
示
さ
れ
、
名
主
・
五

人
組
頭
を
通
じ
て
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

㈹
一
　
下
木
・
下
草
有
之
村
之
田
畑
土
地
悪
敷
和
兄
え
候
ハ
・
、
地
主
被
相
尋

宝
永
在
廻
令

　
　
其
者
之
家
内
有
人
御
聞
、
家
内
ノ
者
作
廻
二
て
下
木
・
下
草
入
可
甲
人
数

　
　
も
有
之
者
ニ
ハ
、
少
宛
二
て
も
入
申
候
様
二
教
訓
可
有
候
。
名
主
ハ
不
及

　
　
申
大
庄
屋
共
心
二
掛
、
一
村
之
者
え
相
談
仕
、
下
草
少
宛
二
て
も
入
申
様

　
　
二
有
之
候
ハ
・
、
年
々
ニ
ハ
土
地
直
リ
能
成
可
申
侯
。
下
木
・
下
草
無
之

　
　
所
ニ
テ
可
入
様
無
之
村
二
候
ハ
・
、
其
者
の
作
廻
次
第
少
宛
二
て
も
こ
や

　
　
し
の
才
党
仕
可
然
候
。
大
庄
屋
・
名
主
の
心
入
ニ
テ
一
村
之
者
共
ノ
申
合
、

　
　
奏
莱
種
等
之
出
来
宜
キ
年
柄
ハ
猶
以
之
義
、
毎
年
少
分
二
て
も
村
中
え
申

　
　
談
、
得
心
之
上
つ
な
き
を
仕
せ
置
、
其
村
土
地
相
聡
之
こ
や
し
買
求
、
其

　
　
村
悪
田
一
先
達
て
入
サ
セ
、
廻
り
く
一
田
地
一
養
ひ
入
候
様
一
、
心
懸

　
　
ケ
侯
ハ
・
可
成
義
二
侯
。
右
之
品
ハ
其
所
え
廻
リ
掛
り
被
申
侯
時
分
見
聞

　
　
有
之
、
不
図
被
存
出
候
様
二
物
語
候
て
、
大
庄
屋
・
名
主
共
、
心
付
候
様

　
　
二
御
申
聞
可
有
候
。

　
「
下
木
・
下
草
」
と
は
刈
敷
肥
料
の
材
料
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
あ
る
の

に
「
土
地
悪
敷
」
見
え
る
場
合
は
、
「
地
主
」
を
尋
ね
、
「
家
内
」
人
数
を
確
か

め
、
「
下
木
・
下
草
」
を
す
き
こ
め
る
「
人
数
」
が
い
れ
ぱ
少
し
ず
つ
で
も
入

れ
る
よ
う
に
「
教
訓
」
す
る
。
名
主
・
大
庄
屋
も
注
意
し
て
村
人
と
「
相
談
」

し
、
下
草
を
少
し
ず
つ
で
も
入
れ
れ
ぱ
、
年
が
た
つ
に
つ
れ
「
土
地
」
が
改
善

さ
れ
「
能
」
く
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
下
木
・
下
草
が
得
ら
れ
な
い
村
な
ら
、
耕
作
者
し
だ
い
に
「
こ
や
し
の
才

党
」
を
し
、
大
庄
屋
・
名
主
の
熱
意
で
村
中
が
中
合
せ
、
変
・
菜
種
の
作
「
つ

な
き
」
の
作
物
を
作
n
・
、
「
典
村
土
地
相
磨
之
こ
や
し
買
求
」
め
「
悪
田
」
へ

最
初
に
施
肥
し
、
続
い
て
外
の
「
田
地
へ
養
ひ
入
」
れ
る
よ
う
に
す
れ
ぱ
村
が

四
七



た
ち
ゆ
く
は
ず
で
あ
る
。
技
術
面
に
も
及
ぷ
細
か
な
勧
農
政
治
で
あ
る
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
、
「
一
村
之
者
共
ノ
巾
合
」
の
実
現
を
ね
ら
っ
て
い
る
。
そ

の
た
め
に
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
注
意
は
通
リ
か
か
リ
に
「
兄
閉
」
し
、
「
不
図
被

存
出
候
様
二
物
語
候
て
」
、
大
庄
屋
・
名
主
が
気
づ
く
よ
う
に
｝
し
閲
か
せ
る

よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。

ω
一
　
士
農
工
商
共
二
、
徒
二
幕
候
は
人
の
常
二
無
之
由
二
候
。
銘
々
家
業
之

　
　
儀
、
日
夜
靭
幕
無
間
断
い
と
な
み
巾
義
、
人
之
常
之
由
二
侯
間
、
百
姓
末

　
　
々
二
至
迄
右
之
段
能
得
心
仕
、
耕
作
之
義
二
付
侯
て
は
、
日
夜
忘
れ
ま
し

　
　
き
箏
二
候
。
田
畑
之
岸
崩
れ
又
ハ
我
田
地
え
掛
り
候
養
水
溝
埋
リ
候
類
ハ
、

　
　
田
主
自
分
二
罷
出
仕
候
義
ハ
百
姓
之
常
二
候
。
一
人
典
身
之
勤
縄
成
義
と

　
　
可
存
候
得
共
、
典
村
之
者
と
も
一
致
仕
候
得
は
、
互
二
助
合
、
田
畑
悪
敷

　
　
成
申
㎜
敷
候
間
、
外
を
見
す
し
て
、
我
一
人
其
日
の
勤
を
仕
候
様
二
と
、

　
　
大
庄
屋
ハ
不
及
印
末
々
の
小
百
姓
と
て
も
、
申
付
と
な
し
二
お
し
ヘ
ニ
物

　
　
語
の
様
二
巾
閉
候
ハ
・
可
然
候
。
大
庄
屋
・
名
主
権
高
二
無
之
、
卑
夫
と

　
　
同
事
二
心
得
末
々
の
者
へ
近
ク
、
願
等
之
義
早
々
承
遺
侯
様
二
有
之
可
然

　
　
候
。
小
百
姓
共
之
内
愚
痴
成
者
ぜ
う
こ
わ
二
申
侯
者
ハ
に
く
み
申
も
の
候

　
　
よ
し
承
候
間
、
悪
み
申
心
底
無
之
、
愚
痴
二
て
聞
入
不
中
ハ
不
便
成
義
と

　
　
存
、
随
分
合
点
の
参
1
〕
候
様
二
、
幾
度
も
印
聞
候
様
二
御
申
聞
可
有
事
。

　
「
士
農
工
商
」
と
も
に
「
徒
二
幕
候
は
人
の
常
」
で
は
な
い
。
め
い
め
い
の

「
家
業
」
を
日
夜
朝
幕
間
断
な
く
営
む
の
が
「
人
之
常
」
で
あ
る
と
い
う
全
身

分
に
通
貫
す
る
家
業
励
橘
論
を
説
き
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
百
姓
」
も
同
じ
論
理
に

規
定
さ
れ
る
。

四
八

　
家
業
の
「
耕
作
」
を
日
夜
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
田
畑
の
畦
を
保
守
し
用
水

路
が
埋
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
は
「
百
姓
之
常
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
人
之

常
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
人
だ
け
の
働
き
は
憧
か
な
も
の
と
言
え
よ
う
が
、

村
中
が
行
え
ぱ
「
助
合
」
と
な
り
「
田
畑
悪
敷
成
中
間
敷
」
ゆ
え
「
我
一
人
其

日
の
勤
」
を
大
庄
屋
か
ら
小
百
姓
ま
で
行
う
よ
う
に
と
、
「
申
付
」
る
と
い
う

の
で
も
な
く
「
お
し
ヘ
ニ
物
語
の
様
二
」
中
し
閉
か
せ
る
の
が
よ
い
。

　
大
庄
屋
・
名
主
も
「
権
高
」
で
な
く
自
分
を
「
卑
夫
と
同
」
じ
と
み
て
、
末

々
の
願
も
早
々
に
聞
き
取
る
よ
う
に
す
る
の
が
よ
い
。
小
百
姓
の
中
に
強
情
に

言
い
立
て
る
者
が
い
る
と
憎
む
心
が
生
ま
れ
る
そ
う
だ
か
ら
、
「
悪
み
申
心
底
」

を
抑
え
「
不
便
」
な
も
の
だ
と
思
い
、
合
点
す
る
ま
で
「
幾
度
も
申
聞
」
か
せ

る
の
が
よ
い
。

　
こ
の
条
項
の
前
半
は
目
付
の
姿
勢
、
後
半
は
村
役
人
の
姿
勢
だ
が
、
ど
ち
ら

も
権
高
な
命
令
で
な
く
教
え
を
物
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
助
の
勤
勉
を
引
き
だ

そ
う
と
し
て
い
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。

㈱
一

　
父
母
え
孝
行
成
者
、
一
類
え
む
つ
ま
し
き
も
の
、
他
人
え
頼
母
敷
者
、

公
役
を
犬
卒
二
能
勤
候
者
、
農
業
勝
れ
て
精
出
し
侯
も
の
、
典
外
奇
特
成

者
有
之
候
ハ
・
御
閲
屈
可
有
侯
。
悪
心
成
も
の
承
侯
儀
、
同
心
ニ
ハ
無
之

候
得
共
村
の
妨
二
成
申
も
の
ハ
、
其
分
二
難
仕
置
候
間
名
主
二
御
尋
可
有

候
。
情
悪
敷
も
の
有
之
侯
ハ
・
幾
度
も
異
兄
仕
、
心
行
取
直
し
候
様
二
、

役
人
共
え
御
申
聞
可
有
候
。
役
人
共
異
見
仕
候
は
、
我
身
二
邪
有
之
候
得

は
聞
入
不
申
物
之
由
瑚
伝
戻
間
、
役
人
共
私
欲
無
之
様
二
、
常
々
相
暗
候

義
肝
要
二
候
と
御
申
聞
可
有
候
。



　
善
行
・
奇
特
者
表
彰
は
光
政
以
来
の
伝
統
的
政
策
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
期

待
さ
れ
る
百
姓
傲
が
く
っ
き
リ
と
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。
「
孝
行
」
「
一
類
え
む

つ
ま
し
き
も
の
」
「
他
人
え
頼
母
敷
者
」
「
公
役
を
大
専
二
能
勤
候
者
」
「
農
業

勝
れ
て
楴
出
し
候
も
の
」
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
外
に
も
思
わ
ぬ
「
奇
特

成
者
」
が
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
れ
ら
す
ぺ
て
を
閉
き
出
し
て
く
る
こ
と
を
目

付
は
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
悪
心
成
も
の
」
を
知
っ
た
ら
同

心
し
そ
う
で
「
村
の
妨
」
に
な
リ
そ
う
な
者
が
い
る
か
名
主
に
尋
ね
る
。
ま
た

「
情
悪
敷
も
の
」
が
い
た
ら
「
幾
度
も
異
兄
」
を
し
て
「
心
行
取
直
し
候
様
二
」

す
る
こ
と
を
、
村
役
人
た
ち
へ
巾
し
閉
か
せ
る
。

　
そ
の
村
役
人
の
「
異
兄
」
も
、
自
ら
に
邪
し
ま
な
点
が
あ
れ
ぱ
閲
入
れ
る
も

の
で
な
い
か
ら
、
「
私
欲
」
を
持
た
な
い
よ
う
常
々
修
養
に
勤
め
る
べ
き
で
あ

る
。

ω
一

17

普
諦
主
体
・
日
用
賃
米
・
百
姓
使
役

　
田
地
え
附
キ
候
て
之
軽
キ
普
請
、
い
に
し
へ
御
上
よ
リ
被
仰
付
候
義
ハ

無
之
旨
閲
伝
候
。
近
年
ハ
被
仰
付
被
遣
候
二
付
、
悪
鋪
心
得
そ
れ
を
頼
二

仕
、
少
之
儀
ニ
テ
も
御
普
諦
願
出
候
様
二
成
候
、
少
宛
之
儀
ハ
其
村
よ
り

仕
筈
之
事
二
候
。
御
他
領
二
て
ハ
締
普
請
重
キ
義
二
て
も
村
よ
リ
仕
候
曲

二
候
。
百
姓
と
も
自
分
二
仕
候
普
請
、
一
度
二
出
来
仕
候
様
二
可
致
と
存

候
付
、
大
帳
二
て
埼
酬
不
巾
も
の
二
候
。
一
年
二
成
不
中
候
ハ
・
二
三
年

二
成
共
四
五
年
二
成
共
、
心
永
ク
仕
巾
候
ハ
・
終
二
仕
お
ふ
せ
可
｝
候
間
、

宝
永
在
廻
令

　
　
此
義
大
庄
屋
・
名
主
・
五
人
典
頭
共
能
合
点
仕
候
様
二
御
申
聞
可
有
事
。

　
細
か
で
密
か
な
教
訓
支
配
が
百
姓
の
言
い
分
を
そ
の
ま
ま
承
引
し
て
い
く
も

の
で
は
あ
n
・
え
な
い
。
藩
政
と
村
運
営
の
身
分
利
害
は
厳
然
と
あ
る
。
こ
の
条

項
は
そ
れ
で
あ
る
。
村
は
耕
地
維
持
に
関
わ
る
普
請
を
小
規
模
な
も
の
で
も
で

き
る
だ
け
藩
費
で
行
お
う
と
出
願
す
る
。
ふ
つ
う
他
領
と
の
比
較
は
百
姓
訴
願

が
用
い
る
論
法
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
藩
側
が
用
い
て
、
他
領
で
は
大
規
模
な

普
諦
で
も
村
普
諦
で
や
っ
て
い
る
と
閲
く
の
に
こ
こ
で
は
藩
に
負
担
さ
せ
よ
う

と
す
る
と
戒
め
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
も
、
強
圧
で
は
な
く
諭
し
が
行
わ
れ
る
。
つ
ま
リ
百
姓
が
自

普
請
を
行
う
場
合
、
そ
れ
を
一
度
で
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
ら
犬
儀
に
も
な

リ
埼
が
明
か
な
く
な
る
の
で
、
一
年
で
で
き
な
く
て
も
二
三
年
あ
る
い
は
四
五

年
か
け
て
、
「
心
永
ク
」
や
れ
ぱ
完
成
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
大
庄
屋
・
名

主
・
五
人
組
頭
に
こ
の
こ
と
を
能
く
合
点
さ
せ
る
よ
う
に
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

㈹
一
　
御
普
請
所
ニ
テ
御
普
講
奉
行
中
、
御
鉄
砲
役
之
遣
方
之
様
子
井
日
用
夫

　
　
二
罷
出
候
者
、
一
人
役
ヲ
も
得
不
勤
程
之
若
輩
者
罷
出
候
て
も
、
健
成
者

　
　
同
事
二
日
州
賃
取
巾
候
哉
、
又
健
成
者
能
役
勤
侯
者
ニ
ハ
ま
し
役
遣
被
申

　
　
候
哉
、
御
尋
可
有
事

　
一
人
役
の
仕
事
が
で
き
な
い
よ
う
な
者
と
一
人
前
の
者
と
が
同
じ
「
日
用

貨
」
を
取
る
の
か
、
一
人
前
の
者
は
よ
リ
多
く
「
日
用
賃
」
を
も
ら
っ
て
い
る

の
か
百
姓
た
ち
に
尋
ね
る
。

ω
一
　
御
普
請
奉
行
中
井
手
代
雇
奉
行
御
鉄
砲
役
日
用
夫
と
も
、
朝
之
出
晩
仕

　
　
廻
の
刻
限
委
細
二
御
聞
可
有
候
。

四
九



　
「
朝
之
出
・
晩
仕
廻
の
刻
限
」
と
い
う
か
ら
百
姓
使
役
の
悉
意
、
過
重
を
点

検
す
る
調
べ
で
あ
ろ
う
。

㈹
一
　
出
来
普
諦
又
ハ
仕
懸
リ
居
申
御
普
請
所
ニ
テ
も
、
御
為
二
成
候
村
方
救

　
　
之
為
二
成
候
欺
、
左
も
無
之
御
費
成
御
普
請
二
候
欺
、
御
考
可
有
侯
。
御

　
　
普
請
願
埼
明
未
取
掛
リ
不
申
御
普
請
所
ノ
義
、
御
搬
益
御
考
御
帰
可
有
事
。

　
す
で
に
完
了
し
た
普
諦
や
進
行
中
の
普
請
で
も
、
藩
を
支
え
る
「
村
方
救
」

に
な
る
も
の
か
浪
費
に
な
る
も
の
か
を
考
え
、
未
着
手
の
普
請
の
「
損
益
」
を

考
え
て
判
断
し
て
帰
る
よ
う
に
す
る
。
「
御
為
二
成
候
」
の
次
に
「
欺
」
の
文

字
が
あ
れ
ぱ
「
藩
の
為
に
な
る
も
の
か
」
と
独
立
さ
せ
て
解
釈
す
ぺ
き
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
原
文
書
に
兄
え
な
い
の
で
、
「
村
方
」
に
か
か
る
形
容
句
と
し
て

お
く
。

㈹
一
　
大
川
・
小
川
井
関
波
戸
潮
堤
川
堤
石
垣
破
損
仕
、
少
之
儀
を
ハ
村
方
普

　
　
請
願
二
出
し
不
巾
儀
多
ク
有
之
候
間
、
石
少
ニ
テ
も
抜
ケ
居
申
所
有
之
候

　
　
ハ
・
場
所
菩
付
御
帰
可
有
候
。

　
小
さ
な
破
棚
個
所
で
村
負
担
の
「
村
方
普
請
」
の
出
願
を
し
な
い
所
が
多
い

の
で
、
石
が
少
し
で
も
抜
け
て
い
る
個
所
は
記
録
し
て
く
る
。

㈹
一
　
御
普
請
奉
行
巾
井
手
代
雇
奉
行
、
御
鉄
砲
之
者
と
も
、
宿
々
二
て
の
行

　
　
跡
如
何
様
二
布
之
哉
御
聞
可
有
候
。
御
郡
奉
行
巾
・
御
代
官
・
日
用
米
渡

　
　
奉
行
・
樋
方
奉
行
手
代
二
至
迄
、
其
外
い
つ
れ
二
て
も
在
え
罷
出
候
御
用

　
　
人
軽
輩
之
者
迄
も
、
行
跡
之
儀
右
同
事
二
御
聞
可
有
事
。

　
種
々
の
奉
行
役
人
か
ら
軽
輩
役
人
に
至
る
ま
で
、
在
方
へ
出
向
い
た
藩
役
人

の
行
跡
を
調
べ
る
よ
う
に
と
い
う
指
示
で
あ
る
。

五
〇

㈹
一
　
日
胴
米
渡
奉
行
は
か
リ
渡
シ
ニ
被
巾
付
侯
在
役
人
と
も
手
く
ろ
ふ
成
義

　
　
仕
巾
事
ハ
無
之
哉
、
夫
役
相
勤
候
者
共
え
無
相
違
渡
シ
申
候
哉
、
御
聞
可

　
　
有
候
。

　
「
日
用
米
」
を
奉
行
か
ら
分
配
を
命
じ
ら
れ
た
「
在
役
人
」
が
誤
魔
化
し
を

や
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
夫
役
を
勤
め
た
者
に
き
ち
ん
と
渡
し
て
い
る
か
ど

う
か
閲
き
出
し
て
く
る
。

㈹
一
　
日
用
夫
二
罷
出
候
者
ニ
ハ
、
一
日
二
何
程
何
日
相
勤
何
ほ
と
受
取
候
哉
、

　
　
過
不
足
有
之
候
ハ
・
又
外
之
者
二
も
御
尋
置
可
有
事
。

　
「
日
用
夫
」
に
出
た
者
が
一
日
に
ど
れ
だ
け
、
幾
日
勤
め
て
ど
れ
だ
け
賃
銭

を
受
け
取
っ
た
か
、
答
え
に
違
い
が
あ
れ
ぱ
、
傍
証
も
ふ
く
め
て
尋
ね
る
指
示

で
あ
る
。

㈹
一
　
往
遺
筋
長
崎
御
荷
物
井
御
状
撤
通
リ
候
時
分
受
取
渡
し
念
入
可
中
條
、

　
　
其
村
請
込
送
屈
候
迄
、
途
中
ニ
テ
大
事
二
掛
ケ
申
候
様
二
手
形
取
遣
リ
相

　
　
違
無
之
様
二
随
分
念
入
可
申
旨
御
中
閉
可
有
事
。

　
長
崎
へ
の
公
用
往
来
路
が
領
内
を
走
っ
て
い
る
の
は
山
陽
筋
諸
藩
の
通
例
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
の
荷
物
・
書
状
の
送
達
を
負
担
す
る
村
方
の
状
態
を
入
念
に

調
べ
る
よ
う
に
と
の
指
示
で
あ
る
。

㈹
一

18

渡
船
場
渡
し
守
の
心
得

　
川
々
船
渡
シ
場
渡
シ
守
、
兼
テ
被
仰
付
置
候
通
、
無
油
断
昼
夜
二
よ
ら

す
、
旅
人
ハ
不
及
申
、
如
何
様
成
者
ニ
テ
モ
早
ク
罷
出
渡
シ
可
申
條
。
手



　
　
負
候
者
欺
、
何
と
そ
あ
や
し
き
者
二
候
ハ
・
渡
し
印
間
鏑
候
。
右
之
通
早

　
　
々
名
主
英
外
之
者
出
合
候
様
二
知
せ
可
巾
旨
、
御
中
聞
可
有
事
。

　
渡
船
場
の
渡
し
守
が
昼
夜
に
よ
ら
ず
手
早
く
応
じ
て
渡
し
て
や
る
こ
と
と
、

「
手
負
」
の
者
や
「
あ
や
し
き
者
」
は
渡
さ
ず
に
、
名
主
ら
が
出
合
う
よ
う
に

知
ら
せ
る
よ
う
に
言
い
聞
か
せ
る
。

19

支
藩
・
給
所
・
国
城
村
々
の
納
め
方

㈹
一
　
丹
波
守
様
・
内
匠
様
御
知
行
所
井
御
年
寄
中
初
其
外
給
所
物
成
納
方
、

　
　
前
々
と
逮
ひ
候
様
子
二
有
之
候
哉
、
御
蔵
納
り
米
同
事
未
無
之
方
も
有
之

　
　
哉
、
密
々
御
尋
置
可
有
事
。

　
岡
山
藩
で
は
支
藩
の
支
配
も
本
藩
の
庇
護
を
受
け
て
い
る
。
給
所
も
蔵
入
地

な
み
の
支
配
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
支
藩
領
・
給
所
で
上
納
方
式
に
蔵

入
地
と
異
動
が
な
い
か
ど
う
か
を
密
々
に
閲
き
出
そ
う
と
し
た
の
は
、
あ
き
ら

か
に
領
主
へ
の
配
慮
で
な
く
、
村
々
の
百
姓
に
と
っ
て
ど
う
か
を
知
ろ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

㈱
一
　
天
城
・
錨
明
・
周
匝
・
佐
伯
・
建
部
・
金
川
・
金
岡
・
西
大
寺
・
尻
海

　
　
・
片
上
・
下
津
井
・
日
比
・
鵬
方
・
牛
窓
・
大
漂
・
一
宮
村
・
福
嶋
右
之

　
　
所
々
二
て
は
直
二
御
通
リ
な
く
、
一
日
二
て
も
一
夜
二
て
も
折
節
ハ
滞
留

　
　
有
之
、
所
之
様
子
御
兄
閲
可
有
候
。
仰
年
寄
中
知
行
所
二
て
は
、
給
人
よ

　
　
リ
百
姓
を
御
遣
候
儀
有
之
時
ハ
如
何
様
の
あ
て
が
い
二
候
哉
。
惣
し
て
御

　
　
年
寄
中
用
人
よ
り
村
方
え
之
申
付
之
品
、
委
細
御
閉
可
有
候
。
其
外
之
所

宝
永
在
廻
令

　
　
二
て
他
所
よ
リ
入
込
候
売
買
者
之
義
、
又
猟
浦
二
て
は
上
方
筋
へ
肴
等
上

　
　
せ
候
品
御
聞
可
有
候
。

　
天
城
以
下
福
嶋
に
い
た
る
上
記
の
場
所
で
は
、
目
付
は
素
通
リ
し
な
い
で
一

日
で
も
一
夜
で
も
滞
在
し
て
、
土
地
の
様
子
を
見
聞
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

上
級
家
臣
の
知
行
所
で
百
姓
を
使
役
す
る
場
合
に
は
そ
れ
だ
け
の
宛
が
い
を
与

え
て
い
る
か
、
給
人
家
の
用
人
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
給
所
の
村
に
命
じ
て
い

る
か
も
調
べ
る
。
ま
た
他
領
か
ら
入
リ
込
む
商
人
の
活
動
、
漁
場
で
は
上
方
市

場
へ
送
っ
て
い
る
品
名
も
調
べ
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

6
の
一
　
御
国
境
二
て
ハ
、
他
国
百
姓
え
御
仕
置
之
様
子
、
御
領
分
之
者
承
及
申

　
　
者
可
有
候
間
、
御
国
境
之
村
二
て
は
何
と
な
く
御
聞
可
然
侯
。

　
こ
れ
は
他
国
者
へ
の
岡
山
藩
の
処
置
で
は
な
く
、
他
藩
の
百
姓
支
配
の
実
状

を
国
境
の
百
姓
は
聞
き
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
で
は
「
何
と
な

く
」
聞
く
よ
う
に
す
る
。

結

　
第
四
五
条
に
「
村
方
救
之
為
」
と
い
う
文
言
が
出
て
く
る
け
れ
ど
も
、
右
に

兄
て
き
た
大
部
な
内
容
を
も
つ
在
廻
令
か
ら
う
か
が
え
る
中
期
藩
政
の
大
き
な

特
徴
は
、
私
兄
で
は
、
初
期
的
な
「
お
救
い
」
中
心
か
ら
生
産
技
術
・
用
水
路

に
ま
で
わ
た
る
勧
農
政
治
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
い
わ

ば
ソ
フ
ト
な
タ
ッ
チ
で
痒
い
所
へ
手
指
を
這
わ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
性
格
を
持

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
多
面
で
は
い
う
ま
で
も
な
く
き
わ
め
て
管
理
的
拘
束

五
一



的
監
視
灼
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
た
ん
な
る
強
圧
の
拘
束
で
は
な
く
、

納
得
さ
せ
る
拘
束
で
あ
リ
村
の
共
同
の
営
み
と
し
て
自
ら
そ
の
よ
う
に
し
て
い

く
拘
束
で
あ
リ
、
近
世
政
治
の
深
度
を
認
識
さ
せ
る
政
治
の
あ
リ
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
強
圧
的
で
な
い
細
か
な
藩
政
と
は
、
大
き
く
は
近
世
の
法
的
支
配
の

深
ま
リ
を
示
す
も
の
の
、
じ
つ
は
教
令
的
要
素
が
、
法
令
体
系
の
な
か
に
入
リ

込
ん
で
深
く
な
じ
み
、
そ
の
比
重
を
重
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
の

表
現
で
あ
る
。
政
治
の
そ
の
よ
う
な
変
化
は
、
順
調
な
藩
経
営
が
続
い
て
そ
れ

に
順
接
し
て
出
て
き
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
実
際
は
内
外
の
社
全
矛
盾
と

そ
の
な
か
で
規
模
拡
大
を
統
け
る
民
間
社
全
の
圧
力
に
対
応
す
る
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
在
廻
令
の
巾
に
も
、
社
会
実
態
が
藩
政
の
解
決
力
よ
り
は
る
か

に
先
に
進
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
反
映
さ
せ
て
い
る
条
項
が
い
く
つ
も
あ

る
。　

想
定
さ
れ
る
疑
問
は
、
現
実
の
政
治
は
こ
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
た
の
か
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
五
七
条
の
文
言
ど
お
リ
に
事
が
運
ぱ
れ
た
と
信
じ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
欧
飯
的
な
歴
史
へ
の
態
度
ζ
言
え
よ
う
。
実
態
の
研
究
は

な
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
し
か
し
あ
る
社
全
の
建
前
と
さ
れ
る
考
え
方
、

運
用
の
仕
方
に
は
、
そ
の
社
全
が
共
有
す
る
も
の
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
建
前
の

研
究
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
時
代
の
「
普
遍
意
思
」
「
一
般
意

思
」
を
と
リ
だ
す
歴
史
学
的
努
力
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
う
い
う
も
の
が
現
象
か
ら
抽
出
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
誰
が
作
る
の
か
と

い
う
難
問
は
残
る
。
近
代
以
前
の
近
世
社
全
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
治
者
の
声
と

し
て
現
れ
、
民
の
側
は
不
満
を
も
つ
者
、
訴
え
願
い
出
る
者
、
抗
議
し
抵
抗
行

五
二

動
す
る
者
な
ど
と
し
て
し
か
現
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
普
通
・
一
般
意
思
と
さ
れ

る
も
の
は
治
者
の
意
思
に
他
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な

い
。
そ
れ
ら
が
社
全
危
機
の
な
か
で
表
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、

不
満
者
・
抗
議
者
で
あ
る
民
衆
意
思
と
の
衡
突
や
吸
収
を
創
造
契
機
と
し
て
、

治
者
の
意
思
と
し
て
表
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
つ
か
し
い
の
は
、

そ
れ
ら
の
う
ち
の
民
衆
意
思
あ
る
い
は
社
会
意
思
の
回
路
か
ら
発
出
し
て
い
る

も
の
を
ど
の
よ
う
に
兄
極
め
る
か
で
あ
る
が
、
本
稿
で
の
中
期
的
藩
政
の
特
徴

の
あ
る
性
格
も
、
そ
の
よ
う
な
視
角
に
立
っ
て
こ
そ
私
に
と
っ
て
は
興
味
あ
る

対
象
な
の
で
あ
る
。

＾
1
）

＾
2
）

＾
3
）

＾
4
）

＾
5
）

註
深
谷
克
己
「
大
名
綱
政
と
綱
政
期
藩
政
」
＾
『
岡
山
藩
権
力
と
諸
集
団
－
意
識
の
形

成
と
柵
互
関
係
1
L
、
一
九
九
六
・
九
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
礎
研
究

＾
B
）
＾
2
）
研
究
成
果
報
告
書
、
一
九
九
八
年
三
月
）
。

こ
れ
よ
り
「
序
」
の
終
わ
り
ま
で
は
先
稿
の
第
3
節
の
全
文
で
あ
る
。
な
お
注

（
3
）
－
（
5
）
は
先
稿
の
注
＾
3
9
）
－
＾
刎
）
で
あ
る
。

深
谷
克
己
「
近
世
に
お
け
る
教
諭
支
配
」
＾
岡
山
藩
研
究
会
編
『
岡
山
藩
政
と
近
世

史
研
究
』
仮
題
、
岩
田
書
院
、
一
九
九
九
年
刊
行
予
定
）
。

，
法
例
集
』
巻
之
五
、
七
〇
四
号
、
二
七
一
－
二
七
八
頁
。
，
池
田
家
文
庫
藩
政
史
料

マ
イ
ク
ロ
版
集
成
』
畠
－
o
。
＊
↓
向
甲
o
昌
。
本
稿
は
マ
イ
ク
ロ
版
を
引
用
典
拠
に

し
て
検
討
し
て
い
く
。

谷
口
澄
夫
は
「
在
出
」
＾
『
岡
山
藩
政
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
，
岡
山
藩
L
吉
川
弘
文

館
、
共
に
一
九
六
四
年
一
で
廻
村
任
務
を
表
現
す
る
が
、
こ
れ
は
藩
令
中
の
言
葉
を

採
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
藩
令
巾
に
も
使
わ
れ
、
理
解
し
や
す
い
「
在
廻

リ
」
を
採
リ
、
五
七
箇
条
全
体
を
「
在
廻
令
」
と
呼
ぷ
。


